
　国は、全国の自治体の住民票の発行や税金計
算など、多くの業務で利用する情報システムの
統一・標準化を進めており、本町では１月１９日
（月）から、新システムへ移行予定です。この移
行に伴うシステム変更作業などのため、窓口業
務を一部停止します。みなさんにはご不便をお
かけしますが、円滑な移行のためにご理解とご
協力をおねがいします。
【停止日時】　１月１６日（金）終日
【停止窓口】　住民課、税務課、役場健康福祉課
【停止する業務】
 ○住民課 
・転入、転出、転居に関する手続き
・保険・医療に関する手続き
・マイナンバーカードに関する手続き　など
※戸籍届出書のみ預かります。
※�住民票や印鑑証明書などの発行は、コンビニ
交付をご利用ください。

 ○税務課 
・町税などに関する証明書・納付書の発行　など
 ○役場健康福祉課 
・�各種手続きは申請書などを預かり、後日郵送
などで対応します。

１月１６日（金）は役場窓口業務を一部停止します１月１６日（金）は役場窓口業務を一部停止します
 自治体システムの標準化 
　新システムへの対応により、町が発行する帳
票類は国が定めた「行政事務標準文字」に変更し
ます。
　住民票の写しや各種証明書、町からのお知ら
せに記載される名前や住所の文字の形が従来の
ものと一部異なる場合があります。
　詳しくは、町ホームページをご確認ください。

　
【問い合わせ先】
　役場政策経営課　☎９６２ー０２３０（直）

字体は同じだが、
字形（デザイン）が変わる例

　町ホームページに掲載するバナー広告を随時募集
しています。町ホームページは、新宮町を検索する
幅広い人が閲覧します。バナー広告に関する要綱・
基準・要領など、詳しくは町ホームページをご覧く
ださい。
【規格】
　�縦５０ピクセル、横１５０ピクセル、１０ＫＢ以内、
ＧＩＦ（アニメーションおよび透過ＧＩＦは不可）、
ＪＰＥＧまたはＰＮＧ形式

【掲載位置】　トップページの最下段
【掲載料金】　１枠あたり月額５，０００円（税抜）
【申込先】　役場地域協働課

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

町ホームページに
バナー広告を掲載しませんか

▲ Google Play ▲ App Store

【ダウンロード】

※通信料は
　利用者負担です。

　「Ａｃｔｉｖｅ新宮」をより多くの人に読んでいただ
けるよう、自治体情報発信アプリ「マチイロ」で広
報誌を無料配信しています。スマートフォンやタブ
レットなどで町の情報をいつでもどこでも確認する
ことができます。「Ａｃｔｉｖｅ新宮」を登録すると、
最新号の発行が自動で通知されるので、情報を見逃
さずに閲覧することができます。
　「しんぐう町議会だより」も掲載しています。

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

広報誌を無料で読めるアプリ
「マチイロ」が便利です
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子育て相談
●プレママパパ＆先輩ママパパの交流会●
　赤ちゃんに会えるワクワクと不安の妊娠中、
赤ちゃんのお世話に忙しい産後。身近なママや
パパの経験談を聞いたり、情報交換したりしな
がらゆっくり過ごしましょう。
日時　１月１４日（水）午前１０時～１１時３０分
対象　町内在住の妊婦とその家族（産前）、
　　　１歳までのおやこ（産後）

●ハロー！ベビークラス●
　産まれてくる赤ちゃんのために準備をしませ
んか。妊娠中や産後の過ごし方、赤ちゃんとの
関わり方などを一緒に学びましょう。
日時　２月１５日（日）午前１０時～正午
対象　町内在住でパパ・ママとなる人
※１人での参加・子連れ可

～毎月開催中～
・ほのぼの Room（産前・産後サポート事業）
・�離乳食教室　・ぽかぽか Room（育児相談）
・こころにこにこ相談室　・のびのび広場
※�広報１月号行事予定表、町ホームページ、
　『ぐーまっち！』にてご確認ください。
※�各教室の予約は『ぐーまっち！』でできます
（各教室の１か月前～３日前）。
※�各種予約を行う際には、メールアドレスによ
るアカウント作成が必要です。

各参加費　無料
各場所　シーオーレ新宮
各申込方法　ぐーまっち！
問い合わせ先
町こども家庭センター「はぐうる」
☎９６３ー２９９５（直）

新宮町こどもみらい
サポートアプリ
『ぐーまっち！』

▲ App Store ▲Google Play

ご予約はこちら

　標準化に伴うシステムメンテナンスのため、コン
ビニ交付サービス（※）を一時停止します。
【日時】　１月１９日（月）～２月１日（日）終日
※�マイナンバーカードを使ってコンビニエンススト
アでの住民票などが取得できるサービス（利用可
能時間は午前６時３０分～午後１１時です）

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

コンビニ交付サービスを
一時停止します

問い合わせ先　役場環境課　☎９６３－１７３２（直）

町営住宅の入居者を募集します

 緑ケ浜団地（令和２年度建築）
【所在地】　緑ケ浜二丁目３０番１号、２号
【募集戸数】　３戸（１階１戸、３階２戸）
【概要】
・２ＤＫ（４６.５㎡）
・洋室２部屋、台所、風呂、洗面所、洋式トイレ
・駐車場、駐輪場、エレベーターあり
【入居資格】
①町内に住所または勤務先がある人
②�成年者（１８歳未満の既婚者含む）で、同居しよう
とする親族がいる人

※条件によっては単身での入居可
③収入基準に合う人
④現に住宅に困窮していることが明らかな人
※�現在すでに公営住宅に入居している人や持ち家が
ある人の申し込みは原則できません。
※入居資格の詳細は、問い合わせください。
【入居者の選考方法】
　申込者が募集戸数を超える場合は、住宅困窮度の
高い世帯から決定します。
【入居時期】　２月中旬
【申込書配布・受付期間】
　１月５日（月）～２３日（金）
【申込書配布・受付場所】
　役場環境課窓口
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　令和８年１月１日現在で、土地家屋以外の事業用
資産を所有している人は償却資産の申告が必要です。
償却資産とは工場や商店などを経営している人、農
業や不動産賃貸業などの事業を営む人が、その事業
のために用いる構築物・機械・備品などのことで、
土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象とな
るものです。
　令和７年度に申告をした人には、１２月中旬に申
告書などを送付しています。申告の手引きや申告書
様式は町ホームページにも掲載しています。
【申告方法】　申告書を郵送または窓口へ提出
※ｅＬＴＡＸによる電子申告も可能です。
【申告期限】　２月２日（月）
【提出先】　役場税務課（固定資産税担当）

問い合わせ先　役場税務課　☎９６３－１７３１（直）

固定資産税（償却資産）の
申告をお忘れなく

町食生活改善推進会主催「減塩で未来の健
康を作ろう！男性料理教室」参加者募集
問い合わせ先　町福祉センター健康福祉課（健康づくり担当）
　　　　　　　☎９６２－５１５１（直）

　塩分をとり過ぎるとさまざまな病気のリスクが高
まります。丁寧にサポートしながら料理を作ります
ので、料理初心者の人も気軽にご参加ください。塩
分控えめでもおいしく、簡単にできる調理のポイン
トの講話もあります。参加者には減塩醤油（３００ｍ
ｌ）をプレゼントします。
【日時】　１月１９日（月）午前１０時～午後１時
【場所】　シーオーレ新宮 視聴覚室・栄養指導室
【対象】　町内在住の１８歳以上の男性
【参加費】　５００円　【定員】　１２人（先着順）
【必要なもの】　�エプロン、三角巾、手拭きタオル、
　　　　　　　筆記用具
【内容（予定）】
・チェックリストによる塩分チェック
・管理栄養士による減塩の話
・調理実習、試食
【申込方法】　窓口または電話
【申込期間】　１月５日（月）～１４日（水）
【申込先】
　町福祉センター健康福祉課（健康づくり担当）

令和８年度学童保育所入所児童募集
問い合わせ先　役場学校教育課　☎９６３－１７３９（直）
　シダックス大新東ヒューマンサービス（株）　☎０１２０－１０５－６８７

　学童保育所では、令和８年度入所児童の募集を行
います。
※�令和８年４月から利用料金の改定を行います。詳
細は町ホームページをご覧ください。

【対象】　次の①または②に該当する児童で、保護者
が就労、求職、出産、療養疾病、介護など学童保育
所を利用する理由がある人
①令和８年度に町立小学校に在籍する児童
②�町立小学校以外に在籍し、健全育成上、町長が入
所を必要と認める児童

【保育期間】
　４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）
【申込書類配布場所】
○役場学校教育課
○各学童保育所　○町ホームページ
【必要なもの】
○入所申込書（申込児童１人につき１枚）
○�保護者の就労、求職、出産、療養疾病、介護など
を証明する書類

○認印（訂正時に必要なため）
【提出場所】
　各学童保育所（小学校敷地内）へ持参
※郵送では受け付けできません。
【提出期間】　１月９日（金）～１９日（月）
【受付時間】
〇月曜日～金曜日の午後５時１５分～７時
〇土曜日の午前１０時～正午、午後１時～５時
※時間外の受け付けはできません。
※役場、シーオーレ新宮では受け付けできません。
※�夏休み期間中のみの利用募集は、６月ごろにお知
らせする予定です。

学童保育所 定員
立花小学校学童保育所�
☎９６３－０４５０ ４０人

新宮小学校学童保育所�
☎９６２－４１３９ １８０人

新宮東小学校学童保育所�
☎９６３－１１３１ １３０人

新宮北小学校学童保育所�
☎９６３－１７１２ ２２０人
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予約・問い合わせ先
町地域子育て支援センター
☎９６３－０１３４（直）

０～３歳の親子が遊ぶひろばです。子育て中の親子がつどい、交流や情報交換をしています。
離乳食やイヤイヤ期など子育ての相談も行っています。

町地域子育て支援センター

かんがるーひろば

１月の主なイベント 〇印のイベントは１月６日（火）から予約
できます。その他は直接お越しください。

内　　容 日　　時

　赤ちゃんおはなし会   ９日（金）午前１１時～１１時２０分

　０歳クラブ １５日（木）午前１０時～１１時

　１歳クラブ １６日（金）午前１０時～１１時

　誕生会 ２２日（木）午前１０時～１０時２０分

○ベビーマッサージ ２３日（金）午前１０時～１１時

　２、３歳の日 ２９日（木）午前９時３０分～１１時３０分

○節分 ３０日（金）午前１０時４５分～１１時１０分

日時　
毎週火曜日～土曜日（祝休日休み）
午前９時３０分～午後３時３０分
場所　町福祉センター本館３階

かんがるーひろばとはまた違う
おもちゃで遊べます。
午前９時３０分～午後２時３０分
ふれあい交流館 　
　第１・３月曜日
シーオーレ新宮　
　第４月曜日

出張ひろば

▲社協ホームページ
　はこちら

※�１２月２８日（日）～１月４日（日）
はお休みです。

　町立幼稚園では、年間を通して未就園児を対象に幼稚園を開放しています。同年齢や異年齢の友だちと触
れ合い、いろいろな遊び体験をしてみませんか。保護者同士の交流の場や、日々の育児の気分転換の場とし
てもご利用ください。

町立幼稚園に遊びに来ませんか
問い合わせ先　役場学校教育課☎９６３－１７３９（直）・新宮幼稚園☎９６２－１２７５・立花幼稚園☎９６２－０８０８

新宮幼稚園「まつぼっくり広場」 立花幼稚園「たけのこクラブ」

日　時
１月１３日（火）、２６日（月）、２月１２日（木）、
２４日（火）、３月２日（月）、２３日（月）の
午前９時３０分～１１時の都合のよい時間

１月１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）、
２月４日（水）、１０日（火）、１８日（水）、
２５日（水）の
午前９時３０分～１１時の都合のよい時間

対　象 町内在住の未就園児と保護者

内　容

園庭・プレイルームの開放・保育室の見学・先
生による絵本の読み聞かせや手遊びなど

保育を見学しながら自由に遊んだり、手遊びや
体操、親子製作をしたりなど、月ごとにさまざ
まな体験ができます。

必要なもの 室内履き、帽子、水筒（必要に応じて）
事前申込 不要（当日園玄関にて受付）
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「スロージョギング®・
 ウォーキング教室」参加者募集
問い合わせ先　町福祉センター健康福祉課（健康づくり担当）
　　　　　　　☎９６２－５１５１（直）

　スロージョギング ®とは、隣の人と笑顔でお話で
きる速さで走るジョギングです。疲れない速さで走る
ので、これから運動を始めたい人にもおすすめです。
　運動には、生活習慣病の予防・改善、シェイプアッ
プ、体力づくり、心身のリフレッシュなどさまざま
な効果があります。スロージョギング ®・ウォーキ
ングの正しい方法を学び、楽しく健康づくりをしま
せんか。
【日時】　２月７日（土）午前１０時～１１時３０分
【場所】　シーオーレ新宮
【対象】　２０歳～６４歳の町民で
○生活習慣病対策のために運動を始めたい人
○健康づくりのための運動に関心がある人
※�治療中の人は、参加の可否を主治医に確認してく
ださい。

【参加費】　無料
【必要なもの】　�運動しやすい服装、室内シューズ、

飲み物、汗拭きタオル
【定員】　３０人（先着順）
【申込期間】　１月７日（水）～３０日（金）
【申込方法】　インターネット、
　　　　　　窓口または電話

▲申込
　フォーム

　令和７年分確定申告で使用できる町国民健康保険
税および県後期高齢者医療保険料の納付証明（令和
７年１月～１２月支払い分）は、１月下旬ごろにハガ
キで発送します。
　町が送付する対象は、普通徴収（口座振替もしく
は納付書振込）の人です。国民健康保険税は納税義
務者（世帯主）に、後期高齢者医療保険料は被保険
者ごとに送付します。特別徴収（年金から徴収）の
人は、日本年金機構から送付される源泉徴収票に納
付額が記載されています。
　なお、個人情報保護のため、電話での納付金額の
回答は行いません。

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料
の確定申告用納付証明

　寒い日が続くと水道管が凍り、破裂することがあ
ります。水道管が凍結しないように対策をしましょ
う。

【凍結しやすい水道管】
　屋外で露出している水道管（特に北向きで風あた
りが強く日陰にある水道管）

【凍結防止の方法】
○水道管露出部
　�　水道管の露出部を古いタオルや布などの保温材
で覆って、上からビニールテープなどで締めつけ
ましょう。

○メーターボックス内
　�　メーターボックス内に保温材（タオルや新聞紙
など ) を敷き詰めましょう。保温材はビニール袋
に入れて濡れないようにしましょう。また、段
ボールを蓋の上に敷くのも効果的です。

【水道管が凍ったときは】
　自然に溶けるのを待つか、タオルや布をかぶせた
上から、ぬるま湯をゆっくりまんべんなくかけなが
ら溶かしてください。急に熱湯をかけると、水道管
や蛇口が破裂するおそれがあります。

【水道管が破裂したら】
　メーターボックス内のバルブで水を止めて、修理
を依頼してください。
　修理は町の指定給水装置工事事業者に依頼してく
ださい。折り込みしている行事予定表の裏面に掲載
しています。

問い合わせ先　役場上下水道課　☎９６３－１７３６（直）

水道管の凍結にご注意を！
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各申込・問い合わせ先
　町社会福祉協議会　☎９６３-０９２１（直）

社 会会 福福 祉祉 協 窓議議 会会 の

 お外であそぼ！
　新聞紙や段ボールを使って自由に遊んだり、
芝生の上でゴロゴロしたり、自分のペースで遊
べる場所です。開催時には公園入り口に黄色の
旗を出しています。
日時　１月２０日（火）午前１０時～正午
場所　人丸公園
対象　誰でも
（小学生や園児は大人と一緒に来てください）
参加費　無料

 在宅介護者の交流会　こぶしの会 
　介護者同士の情報交換・交流会・介護に関す
る福祉サービス学習会をしています。
日時　１月２０日（火）
　　　午後１時３０分～３時３０分
場所　町福祉センター３階
対象　�在宅で寝たきり、認知症の高齢者介護を

している人または支援している人
参加費　無料

 羽毛製品を回収しています 
（ＵＭＯＵプロジェクト）
　不要になった羽毛製品を回収しています。
（�ＵＭＯＵプロジェクトとは ･･･ 羽毛製品のリ
サイクルを通して赤い羽根共同募金になる仕
組み）

日時　月曜日～金曜日の午前９時～午後５時
　　　（祝日、年末年始を除く）
場所　町福祉センター１階　
対象　ダウン率５０％以上の羽毛製品
　　　（羽毛布団・ダウンジャケット）
※訪問回収は行っていません。
※布団カバーは外した状態でお持ちください。

※その他の情報はホームページ
　に掲載しています。 ▲ホームページは

　こちら

　令和８年度に実施予定の住居表示について「丁目
の区域」および「名称」の変更案の縦覧を行います。
【縦覧期間】　１月５日（月）～２月３日（火）
【縦覧場所】　役場住民課窓口
【縦覧内容】　大字下府の一部の
　　　　　　「丁目の区域」および「名称」

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

住居表示（案）の縦覧を行います

　サポート事業は、支援経験のある心理専門職ＮＰＯ
法人「ポルタ」へ委託し実施しています。
【対象】
　学校へ行けない、行きたくないという状況やひき
こもり状態にある２０歳未満の本人またはその家族

【相談事業】
　家族は子どもへの関わり方に気づく機会として、
本人は悩みや不安な気持ちを話す場として相談を利
用しています。（完全予約制・無料）
〈日時〉　１月１３日（火）、１７日（土）、２４日（土）、
　　　　２７日（火）、３１日（土）の
　　　　午前１０時～午後３時
〈場所〉　シーオーレ新宮
〈予約方法〉　電話またはインターネット
　ホームページから実施日や空き状況を確認できま
す。空きがあれば、当日予約も可能です。
　電話　０８０-４７４３-２９５６
　午前９時～午後６時（随時受付）
※電話に出られない場合は、
　折り返し連絡します。

【家族支援事業「家族の会」】
　不登校やひきこもりの家族が集まり、率直な思い
を語り合ったり、ともに学び合ったり、情報を共有
する場です。小さな気づきが生まれ、家族がちょっ
と楽になれることをねがって開催しています。（予
約不要）
〈日時〉　１月１０日（土）午後１時３０分～３時
〈会場〉　シーオーレ新宮

不登校・ひきこもりサポート事業
～１月のスケジュール～
問い合わせ先　シーオーレ新宮子育て支援課
　　　　　　　☎９６３－２９９５（直）

　▲ホームページ
（予約もこちらから）
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　特定健康診査の目的のひとつに「生活習慣病を早
期に発見し重症化を防ぐこと」があります。病気の
早期発見だけでなく、生活習慣を見直すことで医療
費の削減や健康な生活につながります。自分自身や
大切な人のために、積極的に受診しましょう。
　受診する場合は、各医療機関に直接電話で予約し
てください。
【受診当日に必要なもの】
○マイナ保険証または資格確認書
○特定健康診査受診券
○健診料金　５００円
※�特定健康診査受診券の再発行を希望する場合は、
町ホームページから申請、または役場住民課（保
険年金医療担当）にご連絡ください。

※�上記以外に必要なものがある場合があります。詳
細は、予約時に医療機関に確認してください。

【町内の指定医療機関（５０音順）】

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

国民健康保険の特定健診を医療機関で
受診できるのは２月２８日（土）までです

医療機関名 電話番号
相島診療所 ☎９６２ｰ４３６１
江口内科クリニック ☎９６３ｰ５０８０
加野病院 ☎９６２ｰ２１１１
川﨑内科医院 ☎９６２ｰ１９３１
さくらウェルネスクリニック ☎６２７ｰ７３００
しろうず脳神経外科 ☎９６３ｰ２３７１
新宮クリニック ☎９６２ｰ２２３３
新宮整形外科医院 ☎９６２ｰ２２８１
じんばやし整形外科
リウマチ科医院 ☎９６２ｰ０２００

竹村医院 ☎９６２ｰ０８４６
千鳥橋病院附属
たちばな診療所 ☎９６２ｰ５２１１

成松循環器科医院 ☎９６２ｰ００２２
原外科医院 ☎９６２ｰ０７０４
ひぐち内科クリニック ☎９６３ｰ２８００
やまだ消化器科内科
クリニック ☎９４１ｰ２２２５

※町外の医療機関は問い合わせください。

土曜ものづくり講座
「さをり織り教室」参加者募集

問い合わせ先　そぴあしんぐう社会教育課
　　　　　　　☎９６２－５１１１（直）

　「さをり織り」とは、はた織りの一つで、それぞれ
が持つ個性・感性を織り込む「差異を織る」という言
葉が語源です。世界に一つしかない「さをり織り」を
作ってみませんか。
【日時】　２月２８日（土）午前１０時～午後０時３０分
【場所】　そぴあしんぐう 研修室３・４
【対象】　町内在住の人　※小学生以下は保護者同伴
【材料費】　１，２００円
【講師】　社会福祉法人福岡コロニー
【定員】　８組（先着順）
【託児】　あり　※２月２０日（金）までに要予約
【申込開始日】
　１月５日（月）
【申込方法】
　窓口または電話
【申込先】
　そぴあしんぐう
　社会教育課

　新年恒例行事の消防出初式を、粕屋北部消防本部
と合同で開催します。
　町消防団や粕屋北部消防本部による一斉放水や、
相島少年消防クラブによる軽可搬ポンプ操法などを
行う予定です。
【日時】　１月１１日（日）午前９時３０分～
【場所】　新宮ふれあいの丘公園駐車場
※雨天時は新宮東中学校体育館で行います。

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

新宮町合併７０周年記念事業「令和８年新宮町
消防団・粕屋北部消防本部合同消防出初式」
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第４２回新宮町マラソン大会・第２５回ジュニア駅伝参加者募集
問い合わせ先　町スポーツ協会　☎９６２－３２６２・そぴあしんぐう社会教育課　☎９６２－５１１１（直）

　マラソン大会の参加者とジュニア駅伝の参加チー
ムを募集します。
【日程】　２月１５日（日）※小雨決行
【受付】　午前８時３０分～各種目出走１０分前
【場所】　杜の宮グラウンド周回コース
【競技種目および出走予定時刻】
〈９：３０　１．５㎞コース〉　　
親子ペアの部
　�小学生１・２年生と親のペアチームで事前申告タ
イムとの差の多少で順位を決めるレースで、タイ
ムレースではありません。

〈９：４５　２ｋｍコース〉
小学生男子の部（３年生以上）

〈１０：１５　２ｋｍコース〉
小学生女子の部（３年生以上）

〈１０：３０　２ｋｍコース〉
中学生女子の部

〈１０：４５　２ｋｍコース〉
健康マラソンの部（高校生以上）

〈１１：００　４ｋｍコース〉
中学生男子の部

〈１１：２０　４ｋｍコース〉
一般の部（高校生以上）

〈１１：４５　ジュニア駅伝〉
小学生３年～６年生　５人編成
第１走のみ２ｋｍ、第２～５走は１.５ｋｍ
※�出走時刻やコース・距離は変更になる場合があり
ます。

【参加費】　無料
【申込締切日時】　２月２日（月）午後５時
【申込方法】
　電話またはインターネット
【申込先】
　町スポーツ協会 ▲マラソン大会

　申込フォーム
▲ジュニア駅伝
　申込フォーム

問い合わせ先　役場環境課　☎９６３－１７３２（直）

◆ ゼロカーボンシティ新宮 ◆

　１１月１５日に「楯の松原感謝day」を開催し、１５人が参加しました。
　今回の活動は「筑前新宮に白砂青松を取り戻す会」と協働で、楯の松原の歴史を知ってもらうことや
親しみを持ってもらうことを目的に実施しました。作業の中では、松の太さを計測し、推定樹齢を測定
して２００歳を超える長寿松と記念撮影を行いました。
　楯の松原は海からの砂や潮風から私たちの生活を守ってくれる大切な財産です。また、地球温暖化の
原因といわれるＣＯ２を吸収し、気候変動対策にも貢献しています。町では楯の松原を次世代につない
でいくために今後も活動に取り組んでいきます。

大切な財産を次世代へつなぐために ～楯の松原感謝ｄａｙ～

町では、令和４年２月に「新宮町ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、２０５０年までに、二酸化炭素排出量を実質ゼロと
する「カーボンニュートラル」の実現をめざしています。

▲松原の歴史を真剣に聞く参加者のみなさん ▲協力して松の推定樹齢を算出
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「新宮町都市計画マスタープラン（素案）」「第６次新宮町総合計画後期基本計画およ
びまち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）」のパブリックコメントを行います
問い合わせ先　役場都市整備課　☎９６３－１７３５（直）・役場政策経営課　☎９６２－０２３０（直）

 ○「都市計画マスタープラン（素案）」 
【概要】
　町が住民の意見を参考にまちづくりの将来ビジョ
ンを確立し、地域の実情に応じた「まち」のあるべき
姿を定めるものです。「新宮町都市計画マスタープ
ラン」は、令和３～１３年度を計画期間とし、おおむ
ね５年を目途に見直しを行っています。
【閲覧・意見書提出用紙配布場所】
○役場都市整備課窓口
○シーオーレ新宮ロビー
○そぴあしんぐうロビー
○町福祉センターロビー
○町ホームページ
【意見書提出方法】
①郵送　〒８１１-０１９２　新宮町緑ケ浜１-１-１
　新宮町役場都市整備課
※１月３０日（金）必着
②ＦＡＸ　９４１-２６８２
③メール　toshi@town.shingu.fukuoka.jp
④窓口　役場都市整備課（別館１階）

【閲覧・意見書提出期間】
　１２月２５日（木）～１月３０日（金）
【意見書の提出ができる人】
○町内に住所を有する人
○町内に事務所または事業所を有する人
○町内に所在する事務所または事業所に勤務する人
○町内に所在する学校に在学する人
○�パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係
を有する人

都市計画マスタープランの
詳細はこちら▶

第６次新宮町総合計画の
詳細はこちら▶

 ○共通事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ○「第６次新宮町総合計画後期基本計画および 
　まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）」     
【概要】
　まちづくりを進めるうえで最も上位に位置付けら
れる計画であり、今後の町の姿やあり方をしっかり
と捉え、まちづくりの目標とその実現に向けた方策
を示すものです。「第６次新宮町総合計画」は、令
和３～１２年度を計画期間とし、前期基本計画と後
期基本計画で構成されます。
【閲覧・意見書提出用紙配布場所】
○役場政策経営課窓口
○シーオーレ新宮ロビー
○そぴあしんぐうロビー
○町福祉センターロビー　○町ホームページ
【意見書提出方法】
①郵送　〒８１１-０１９２　新宮町緑ケ浜１-１-１
　新宮町役場政策経営課　※１月３０日（金）必着
②ＦＡＸ　９６２-２０７８
③メール　kikaku@town.shingu.fukuoka.jp
④窓口　役場政策経営課

【注意事項】
①�意見者の住所、氏名（団体の場合は団体名、所在
地、代表者名）、連絡先、意見の内容は記載必須
です。

②�役場窓口での閲覧・意見の提出時間は、月曜日～
金曜日の午前８時３０分～午後５時です（祝日・
閉庁日を除く）。

③�電話や窓口での口頭による意見は受け付けません。
④�計画と無関係の意見や単なる苦情、他者を誹謗中
傷する内容を含む意見は、提出意見として取り扱
いません。

⑤�意見書に対する町の考え方などは後日、町ホーム
ページで公表します。個別の対応および回答は行
いません。

　町では「新宮町都市計画マスタープラン」と「第６次新宮町総合計画後期基本計画およびまち・ひと・しごと
創生総合戦略」の素案を作成しました。これらの計画に対する意見を募集します。
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